
第１号議案 

 

業務規程変更案及び送配電等業務指針変更案の修正について 

 

（案） 

 

１． 第１１０回理事会において議決した業務規程変更案について、第４回通

常総会（平成２９年６月８日開催）にて議決した第５号議案「本総会議決

事項の修正等に関する委任の件」に基づき、別紙１のとおり字句修正を行

った上で、経済産業大臣に対し、変更認可申請を行う。 

 

 

２． 第１１０回理事会において議決した送配電等業務指針変更案について、

別紙２のとおり字句修正を行った上で、経済産業大臣に対し、変更認可申

請を行う。 

 

以 上 

 

【添付資料】 

別紙１：業務規程 新旧対照表（修正個所のみ記載） 

別紙２：送配電等業務指針 新旧対照表（修正個所のみ記載） 
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別紙１ 

業務規程 新旧対照表 （修正個所のみ記載） 

総会議案 変更認可申請案 

（連系線の計画潮流の管理） 

第１３４条 （略） 

一 本機関は、卸電力取引所から、スポット取引及び１時間前取引において約定しようとする取引情

報（以下「取引情報」という。）の通知を受ける。 

 

（連系線の計画潮流の管理） 

第１３４条 （略） 

一 本機関は、卸電力取引所から、前日スポット取引及び１時間前取引において約定しようとする取

引情報（以下「取引情報」という。）の通知を受ける。 

 

附則（平成２９年 月 日） 

 

（施行期日） 

第１条 （略） 

２ 前項にかかわらず、第２条（第２項第３８号を除く。）、第１７条、第１０７条（第１項本文、同項

第３号及び第４号を除く。）、第１２３条の２、第１２５条、第１２６条、第１２８条から第１３０条

まで、第１３３条から第１５３条（第３項を除く。）まで、第１６０条、第１６８条及び第１７９条（第

１項第１号から第３号まで、第５号から第８号まで及び第２項を除く。）並びに附則第３条から第９条

までの規定は、平成３０年４月１日から１年以内の本機関の理事会において議決した日（但し、経済

産業大臣の認可を受けた日以降の日に限る。）から施行する。 

 

附則（平成２９年 月 日） 

 

（施行期日） 

第１条 （略） 

２ 前項にかかわらず、第２条（第２項第３８号を除く。）、第１７条、第１０７条（第１項本文、同項

第３号及び第４号を除く。）、第１２３条の２、第１２５条、第１２６条、第１２８条から第１３０条

まで、第１３３条から第１５３条（第３項を除く。）まで、第１６０条、第１６８条及び第１７９条（第

１項第１号から第３号まで、第５号から第８号まで及び第２項を除く。）並びに附則第３条から第９条

までの規定は、本機関の理事会の議決により定めた平成３０年４月１日から１年以内の日（但し、経

済産業大臣の認可を受けた日以降の日に限る。）から施行する。 
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別紙２ 

送配電等業務指針 新旧対照表 （修正個所のみ記載） 

総会議案 変更認可申請案 

（本機関の発議による計画策定プロセスの検討開始要件） 

第３３条 （略） 

イ 市場取引状況 卸電力取引所が運営するスポット取引において、過去１年間に市場分断処理（約

定処理の結果、地域間の売買約定量の積算量が連系線の空容量を超過し、当該空容量を制約条件

として再度約定処理を行うことをいう。）を行った商品の数が、過去１年間の総商品数の２０％以

上となった場合 

 

（本機関の発議による計画策定プロセスの検討開始要件） 

第３３条 （略） 

イ 市場取引状況 卸電力取引所が運営する前日スポット取引において、過去１年間に市場分断処

理（約定処理の結果、地域間の売買約定量の積算量が連系線の空容量を超過し、当該空容量を制約

条件として再度約定処理を行うことをいう。）を行った商品の数が、過去１年間の総商品数の２

０％以上となった場合 

 

（緊急時の連系線の使用） 

第２０８条の３ 一般送配電事業者は、自らの供給区域の需給ひっ迫若又は需給ひっ迫のおそれに対応

するために運用容量拡大の必要を認めるとき又は本機関から求められたときは、当該供給区域の需給

に関する計画並びに運用容量拡大の量、期間及び影響等の情報を本機関に提出するとともに、運用容

量拡大の必要性について本機関に説明する。 

 

（緊急時の連系線の使用） 

第２０８条の３ 一般送配電事業者は、自らの供給区域の需給ひっ迫若しくは需給ひっ迫のおそれに対

応するために運用容量拡大の必要を認めるとき又は本機関から求められたときは、当該供給区域の需

給に関する計画並びに運用容量拡大の量、期間及び影響等の情報を本機関に提出するとともに、運用

容量拡大の必要性について本機関に説明する。 

 

附則（平成２９年 月 日） 

（施行期日） 

第１条 （略） 

２ 前項にかかわらず、第３３条、第１３８条から第１３９条の２まで、第１９７条から第２２８条ま

で、第２３３条、第２３８条、第２４４条及び第２６９条並びに附則第２条から第５条までの規定は、

平成３０年４月１日から１年以内の本機関の理事会において議決した日（但し、経済産業大臣の認可を

受けた日以降の日に限る。）から施行する。 

 

附則（平成２９年 月 日） 

（施行期日） 

第１条 （略） 

２ 前項にかかわらず、第３３条、第１３８条から第１３９条の２まで、第１９７条から第２２８条ま

で、第２３３条、第２３８条、第２４４条及び第２６９条並びに附則第２条から第５条までの規定は、

本機関の理事会の議決により定めた平成３０年４月１日から１年以内の日（但し、経済産業大臣の認可

を受けた日以降の日に限る。）から施行する。 
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